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委員会提案第１号 

尾張旭市議会基本条例の一部改正について 

 上記の議案を、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０９条第６項及び尾張旭市議会

会議規則（平成１５年議会規則第１号）第１３条第３項の規定により提出する。 

  令和６年３月２２日 

 尾張旭市議会議長 殿 

提出者               

議会運営委員長          

   提案理由 

 この案を提出するのは、尾張旭市議会基本条例の検証及び見直しに伴い、所要の整備を図る

ため必要があるからである。 

 

尾張旭市議会基本条例の一部を改正する条例 

尾張旭市議会基本条例（平成３０年条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 

改 正 前 改 正 後 

目次 目次 

前文 前文 

第１章～第６章 （略） 第１章～第６章 （略） 

第７章 議会改革（第１６条・第１７条） 第７章 議会改革（第１６条     ） 

第８章 政務活動費（第１８条） 第８章 政務活動費（第１７条） 

第９章 議会機能の充実強化（第１９条―

第２１条） 

第９章 議会機能の充実強化（第１８条―

第２０条） 

第１０章 議員の政治倫理（第２２条―第

２４条） 

第１０章 議員の政治倫理（第２１条―第

２３条） 

第１１章 災害時の対応（第２５条） 第１１章 災害時の対応（第２４条） 

第１２章 検証及び見直し（第２６条） 第１２章 検証及び見直し（第２５条） 

第１３章 委任（第２７条） 第１３章 委任（第２６条） 

附則 附則 

（会派） （会派） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 会派は、次に掲げる役割を果たすものと

する。 

２ 会派は、次に掲げる役割を果たすものと

する。 
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(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

(３) 会派間で相互に協議及び調整を行

い、円滑かつ効果的な議会運営に努める

こと。 

(３) 会派間で相互に協議及び調整を行

い、    効果的な議会運営に努める

こと。 

（議会報告会・意見交換会） （議会報告会・意見交換会） 

第７条 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処

するため、市政全般にわたって、市民と自

由に情報及び意見を交換する議会報告会及

び意見交換会を開催する        

                   

    。 

第７条 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処

するため、市政全般にわたって、市民と自

由に情報及び意見を交換する議会報告会及

び意見交換会を通して説明責任を果たすと

ともに、市民の声を議会活動に反映するも

のとする。 

第１０条 議会審議において、議員と市長等

は、次に掲げるところにより、健全な緊張

関係の保持に努めなければならない。 

第１０条 議会審議において、議員と市長等

は、次に掲げるところにより、健全な緊張

関係の保持に努めなければならない。 

(１) 本会議における議員と市長等の質疑

応答は、広く市政上の論点及び争点を明

確にするため、一問一答の方式で行うこ

とができる。 

(１) 本会議における議員と市長等の質疑

応答は、広く市政上の論点及び争点を明

確にするため、一問一答の方式を基本と

する   。 

(２) （略） (２) （略） 

（議決事件の拡大） （議決事件の拡大） 

第１３条 議会は、議事機関としての機能強

化のため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第２項の規定により積極

的に  議決事件の追加を検討するものと

する。 

第１３条 議会は、議事機関としての機能強

化のため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第２項の規定により必要

に応じて議決事件の追加を検討するものと

する。 

２ （略） ２ （略） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

 ２ 議会は、前項の規定による取組を行うた

め、議会改革を推進する組織を設置するこ

とができる。 

（議会のあり方検討会の設置） 

第１７条 議会は、議会のあり方及び課題に

ついて研究し、改善策及び解決策について
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協議・検討するため、議会のあり方検討会

を設置することができる。 

（政務活動費に関する透明性の確保） （政務活動費に関する透明性の確保） 

第１８条 （略） 第１７条 （略） 

（議会事務局の体制） （議会事務局の体制） 

第１９条 （略） 第１８条 （略） 

（議会図書の充実） （議会図書の充実） 

第２０条 （略） 第１９条 （略） 

（議員研修） （議員研修） 

第２１条 （略） 第２０条 （略） 

第２２条 （略） 第２１条 （略） 

（議員定数） （議員定数） 

第２３条 （略） 第２２条 （略） 

（議員報酬） （議員報酬） 

第２４条 （略） 第２３条 （略） 

（災害時の議会対応） （災害時の議会対応） 

第２５条 （略） 第２４条 （略） 

第２６条 （略） 第２５条 （略） 

第２７条 （略） 第２６条 （略） 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


